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１．計画概要 

 
（１）背景 

 

小諸市が管理する道路橋（横断歩道橋を含む）は、2024 年（令和 6年）3月時点では 221

橋あります。（ただし、橋長 2ｍ未満を除きます） 

一般的に、建設後 50 年以上経過した橋梁は、高齢化橋梁と言われています。 

小諸市が管理する道路橋は、高度経済成長期（1960～70 年代）以降に建設したものが多

く、2024 年（令和 6年）3月時点では高齢化橋梁は 104 橋あります。 

 

●建設後５０年以上の道路橋の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小諸市管理橋梁の架設年度分布 
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50 年以上経過 104 橋 

現在（2024 年） 20 年後（2044 年） 10 年後（2034 年） 

50 年未満 

117 橋 53％ 
50 年以上 

104 橋 47％ 

50 年未満 

44 橋 20％ 
50 年未満 

71 橋 32％ 
50 年以上 

150 橋 68％ 
50 年以上 

177 橋 80％ 



 
 

（２）目的 

 

急速に増大する橋梁の高齢化及び老朽化に対し、財政状況に制約がある中においても戦

略的な維持管理・更新等を実施して、生活の基礎となるインフラを維持していくことが強

く求められています。 

そこで「橋梁長寿命化修繕計画」及び「横断歩道橋長寿命化修繕計画」の策定により、

持続可能なインフラメンテナンスサイクルを構築して、「事後保全」から「予防保全」へ維

持管理方針の転換を図ること目指します。 

これにより、道路の安全性及び信頼性の向上に加え、長期的視野に基づく橋梁の健全性

の保持と、橋梁の修繕・架け替えに関する費用の縮減と平準化を図ります。 

 
【出典：国土交通省公表資料】  

（３）計画期間 

 

本計画の期間は、令和 6年度から令和 15年度までの 10 年間とする。 

安安全全・・安安心心のの  

確確保保  

ココスストトのの  

縮縮減減  

予予算算のの  

平平準準化化  

重大な事故等が発生する前に劣化・損傷の手当てを行います。 

生活の基盤となる道路網の安全性・信頼性を確保します。 

こまめなメンテナンスにより橋梁の長寿

命化を図り、橋梁維持管理事業全体のコ

スト縮減を図ります。 

橋梁長寿命化修繕計画 

横断歩道橋長寿命化修繕計画 

高齢化橋梁における修繕・架け替え費用の急

速な増加に伴う、予算や人手の確保不足を回

避します。 

（＝無理のない年次計画の設定） 



 
 

２．計画対象橋梁 

 

（１）管理橋梁の概要 

 

第 3 期計画では、全管理橋梁である 221 橋を計画策定の対象とします。 

 

 

全管理橋梁数 

221 橋 

 

計画対象橋梁数 

218 橋※ 

 

2012 年度(平成 24 年度)計画策定橋梁数    210 橋 

2018 年度(平成 30 年度)計画策定橋梁数    219 橋 

2023 年度(令和 05 年度)計画策定橋梁数    218 橋 

（橋長 15ｍ以上 50 橋、橋長 15ｍ未満 168 橋） 

 

小諸市管理橋梁のうち、木橋、グレーチングを使用し

たものについても定期点検や部材交換などがあり、維持

管理上必要であるため橋梁長寿命化修繕計画の策定を

行う。 

なお、構造体系の異なるボックスカルバートについて

は、橋長 2ｍ以上のものは橋梁として扱う。 

 

 

計画対象 

横断歩道橋数 

3 橋 

 

2012 年度(平成 24 年度)計画策定橋梁数     0 橋 

2018 年度(平成 30 年度)計画策定橋梁数     3 橋 

2023 年度(令和 05 年度)計画策定橋梁数     3 橋 

 

対象は以下の 3橋である。 

   0123 横断歩道橋 

   0114 横断歩道橋 

   0135 横断歩道橋 

 

 

※美南ガ丘歩道橋、赤坂高架橋は、しなの鉄道線及び JR 小海線の跨線橋のため、その

重要性を考慮して道路橋と同等に扱うこととし、橋梁数に含めています。 

 

（２）計画対象橋梁一覧表 

 

    計画対象橋梁は、次頁以降の橋梁一覧表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

橋梁一覧表（1/6） 

 



 
 

橋梁一覧表（2/6） 

 



 
 

橋梁一覧表（3/6） 

 



 
 

橋梁一覧表（4/6） 

 



 
 

橋梁一覧表（5/6） 

 



 
 

橋梁一覧表（6/6） 

 
 

 



 
 

３．橋の健全度の把握 

 

（１）橋梁定期点検 

小諸市では、橋梁の劣化・損傷状況を把握するため、「長野県 道路橋定期点検要領」及

び「横断歩道橋定期点検要領」を用いて定期点検（5 年に 1 度点検することが法律により定

められています。）を実施します。 

定期点検では、部材単位の健全性を下記の 4段階区分を用いて診断し、その結果に基づ

き橋梁としての健全性を決定します。 

 

橋梁定期点検 健全性の診断区分 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずるべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く緊急に措置を講ずるべき状態。 

 

●「長野県 道路橋定期点検要領」とは 

「長野県 道路橋定期点検要領」（令和元年 10月）は、国土交通省が作成した「道路橋定期点

検要領」に基づいて、長野県建設部が整備した定期点検要領です。 

2013 年（平成 25 年）6 月に道路法が改正され、2014 年（平成 26 年）6月には国土交通省よ

り「道路橋定期点検要領」が作成・通知されました。 

以前は、橋梁点検における点検手法や健全性の評価方法などは、各自治体の判断に委ねられ

ていましたが、これにより点検手法及び健全性の評価方法の統一化が図られました。そして、

同年７月には改正道路法が施行され、５年に１回の「近接目視点検」が義務化されました。 

さらに、2019 年（平成 31 年）2 月に国土交通省道路局が「道路橋定期点検要領」を改定した

ことに伴い、2019 年（令和元年）10 月に「長野県 道路橋定期点検要領」も改訂されました。 

 

（２）小諸市 最新定期点検結果 まとめ 

 

50 橋 22.6%

145 橋 65.6%

26 橋 11.8% 0 橋 0.0%

道路橋毎の健全性の診断結果別橋梁数

Ⅰ（健全）

Ⅱ（予防保全段階）

Ⅲ（早期措置段階）

Ⅳ（緊急措置段階）

 



 
 

（３）修繕等措置の実施状況 

 

小諸市では、2019 年度（平成 31 年度）に第 2 期計画を策定してから、現在に至るまで

本計画に基づき計画的に維持管理を実施してきました。 

第 3期計画では、最新の橋梁定期点検結果に基づき、第 2期計画の見直しを行います。 

 
 

第 2 期計画に基づき、実施された修繕工事の実施状況は以下のとおりです。 

厳しい財政状況ですが計画に基づき、優先度を考慮しながら修繕や更新を実施しています。 

中でも跨線橋の修繕は、列車に対する安全管理や限られた作業時間に伴う工程管理などの不

確定要素も多く、事業費の把握が困難であることや近年の資材及び労務費用の高騰などにより、

今まで以上に計画的な修繕が求められています。 

 
修繕など実施状況 

管理番号 橋梁名 実施内容 工事年度 

001 大杭橋 撤去 R5 

007 常盤橋 架け替え H31～R2 

036 南繰矢川橋 補修工事 R3 

044 0411 橋 補修工事 R1 

071 三岡橋 補修工事 R3 

139 1207 橋 架け替え R2 

165 1407 橋 補修工事 R1 

171 1501 橋 補修工事 R1 

176 1702 橋 架け替え R2 

215 美南ガ丘歩道橋 補修工事 R2 

219 狐原橋 補修工事 R4 

220 西原橋 補修工事 R5 

254 0114 横断歩道橋 補修工事 R3 

 

～約 90 年使用された「常盤橋」を、高欄意匠は受け継いで架け替えました～ 

  
昭和 3年（1928 年）架設 令和 2 年（2020 年）架け替え 

 



 
 

４．維持管理方針 

 

（１）老朽化に対する基本方針 

 

効率的かつ合理的な維持管理を実現し、橋梁維持管理事業にかかる費用縮減を目的とし

て、予防保全型維持管理に転換します。 

 

 

① 健全度の把握、劣化予測の検討 
   橋梁点検結果を整理し健全度の把握を行い、そのデータから各橋梁の部材毎に劣化予測を行

います。劣化予測結果に基づき、各橋梁のライフサイクルコストを算定します。 

  （ライフサイクルコストは劣化予測式等、一律の条件設定に基づくシミュレーションにより、

が算出しています。） 

 

 

② 橋梁の重要度に応じたグルーピングと維持管理水準の設定 
市道路線の重要度、立地適正化地区に該当するか等の指標に基づき、橋梁の重要度を分類し

ます。橋梁の重要度及び健全性から、対策優先順位を検討しグルーピングを再検討します。 

グループ毎に維持管理のレベル及び対策シナリオを設定することで、一律に維持管理するよ

りも予算の縮減を図りながら効果的な補修を目指します。 

 

管理レベルの設定 

管理 

レベル 
グループ 対策シナリオ 対象橋梁 

対象 

橋梁数 

高 A 予防保全型 
緊急輸送道路の橋梁 
跨線橋、跨道橋、1 級河川に架かる橋梁 

112 橋 

中 B 計画保全型 
C に該当せず、上記以外の橋梁 
居住の誘導区域内の橋梁 

104 橋 

低 C 経過観察型 木橋 ※1、グレーチングの橋 ※2 5 橋 

 
※1 035_比羽掛橋（上部・下部共木材）、120_1035 橋（主桁が木材）、226_3101 橋（床版が木材） 

 ※2 189_1909 橋、190_1910 橋 

 

 

③ 日常的な維持管理による予防保全の継続的な実施 
日常的な道路パトロールや橋梁点検時に、以下に示すような簡易に実施できる予防措置を実施し

ます。また、異常の早期発見に努め、必要に応じて小規模な維持作業を随時実施します。 
 

 橋面の清掃 
 排水桝付近の堆積土砂撤去、土砂詰まり解消 
 排水管の清掃 
 支承付近の土砂撤去 

 



 
 

 

（２）対策の優先順位の考え方・目標 

 

計画的に修繕・架け替えを行うため、「橋梁の健全度」と「橋梁の重要度」を用いて、

対策実施の優先順位を設定します。 

 

 

●橋梁の健全度と橋梁の重要度の評価方法 

 

・ 橋梁の健全度 

 最新の橋梁定期点検結果を基に評価します。 

 

・ 橋梁の重要度 

 各橋梁が架かる道路条件や環境条件などから評価します。 

 評価に用いた項目は下表のとおりです。 

              

                   評価項目一覧表 

評価項目 重み係数 評価区分 評価点 実評価点

1級河川、上記以外の道路 50 12.5

上記以外 0 0.0

指定 100 20.0

指定なし 0 0.0

公共施設、避難所 100 15.0

集落連絡、観光・商業施設 50 7.5

特になし 0 0.0

区域内 100 15.0

区域外 0 0.0

1級市道 100 10.0

1級市道以外 0 0.0

15m以上 100 10.0

15m未満 0 0.0

有 100 5.0

無 0 0.0

橋長 0.1

国道18号、国道141号、(主)小諸軽井
沢線（浅間サンライン）、上信越自
動車道、しなの鉄道、小海線、
（主）下仁田浅科線、県道立科小諸
線、市道0146号

立地条件 0.15

添架物 0.05

居住の誘導区域
（立地適正化計画)

0.15

100

路線重要度 0.1

25.0

緊急輸送路 0.2

路下条件 0.25

 

 

 

小諸市は、橋梁の健全度が低く「傷みの大きな橋梁」から修繕を行います。 

その中でも、「橋梁の下を道路や鉄道が通る」といった、架橋条件において橋梁の重

要度が高いと評価した橋梁から順番に修繕を行う計画です。 

 



 
 

●維持管理水準の設定 

修繕等措置を行うタイミングは、劣化予測により低下する部材健全度（A～E）が、管理目

標に到達した時点として計画します。 

なお、計画初年度時点で管理目標を下回っている場合は、5～10 年以内に修繕等の措置を行

うことで健全度の回復を図り、以降は管理目標に合わせたタイミングでの対策を計画します。 

 
重要度に応じた維持管理方法の考え方 

管理レベル グループ 対策シナリオ 維持管理方法 

高 A 予防保全型 
軽微な損傷が発見された段階で対策を行う。 
（判定区分Ⅲにさせない） 

中 B 計画保全型 
機能に支障が生じる可能性が著しくなる前の早期に措

置を講じるべき段階で修繕を実施する。 
（判定区分Ⅳにさせない） 

低 C 経過観察型 
基本的には修繕を実施せず、機能に障害が生じる可能

性が著しくなった段階で更新（撤去）する。 

 
グループ別に設ける管理目標と、健全度の経過イメージは以下のとおりです。 
 

グループ毎の管理目標 

グループ 重要度 対象  イメージ図 

予防保全型 高 112 橋 

良 

 

 

 

 

 
悪  

計画保全型 中 104 橋 

良 

 

 

 

 

 

悪  

経過観察型 低 5 橋 

良 

 

 

 

 

 

 
悪  



 
 

（３）新技術等の活用方針 

① 新技術の活用に関する考え方や取組 
 

     定期点検や詳細調査においては国土交通省「点検支援技術 性能カタログ」、補修設

計及び工事においては NETIS（新技術情報提供システム）を活用し、作業の省力化や

費用の縮減に努めます。 

 

 

活用検討に当たっては次図フローに基づくものとします。 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

② 新技術の活用に関する目標 
 

点検・調査及び工事に伴う新技術の活用により、令和 6 年（2024 年）度から令和 15 年

（2033 年）度までの今後 10 年間で、維持管理事業の累計試算額約 25 億円のうち、約 5

千万円のコスト縮減を目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（４）費用の縮減に関する方針 

① 費用の縮減を図るための考え方や取組 
 

    グルーピングによる管理目標の設定を行い、橋量毎の社会的重要性に応じた管理目標別

の予防保全型維持管理を行うことにより、さらなる費用の縮減を図ります。 

また、国土交通省の今後に向けた取り組みに準じ、新技術の活用や集約化・撤去につい

ても検討し、活用を図っていきます。 

     

 

これまでの計画では、維持管理手法をこれまでの事後保全型から予防保全型へと転換を図るこ

とにより、橋梁メンテナンス事業のコスト縮減を目指してきました。 

管理する橋梁には大規模な橋梁から小規模な橋梁、幹線道路に架かる橋梁から生活道路に架か

る橋梁まで、多種多様な橋梁があります。 

一方、限られた予算でこれらを同レベルで管理していくことは不可能であり、どの橋梁に重点

を置くか適切に判断する必要があります。本計画においては、橋梁を重要度によりグルーピング

し、管理レベルと対策シナリオを 4.（1）②のように設定することで LCC 縮減を図ります。 

 

 

・予防保全型 

予め橋梁の劣化の進行を予測し、損傷が重大となる前に維持補修を行う管理体制

を表します。 

→ ・損傷の早期発見と対処により、維持管理コストの縮減および橋梁の長寿命

化を図ります。 

 

・事後保全型 

損傷が重大となってから維持補修を行う管理体制を表します。（従来型手法） 

→ ・損傷の晩期発見と対処により、橋梁寿命の短命化の恐れがあります。 

   ・大規模な修繕工事または架け替えにより、工事費用が増大します。 

   ・長期間に及ぶ通行規制により、道路利用者に与える影響が増大します。 

 

・維持管理体制の違いによる費用縮減イメージ 

 
 

 

 

―― 予防保全型 

―― 事後保全型 

良 

 

 

 

 

 

 

悪 



 
 

事後保全型  442.4 億円 

－ 予防保全型  195.8 億円 

   効 果    246.6 億円 

        （約 56％）※ 

② 費用の縮減目標 
 

予防保全型維持管理による既設橋梁の延命化を図ることで、従来の事後保全型維持管理に

比べ、246.6 億円の費用縮減効果を見込みます。 

 

 

予防保全によるこまめなメンテナンスにより、橋梁長寿命化を実現し維持管理費用の縮減

と、道路の安全性及び信頼性を両立します。 

 

今後 50 年間における維持管理費用を試算した結果は以下の通りです。 

 

●50 年後の効果 

 

 

 

 

※効果百分率の計算 = （効果）÷（事後保全型累計）×100 
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246.6 億円の縮減 



 
 

③ 集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針 
 

集約化が可能な橋梁について、令和 15 年度（第５期計画）までに下記の 2 橋について

集約化・撤去を検討し、将来の維持管理費約 8.3 億円の縮減を目指します。 

 

   

将来的に増大が見込まれる維持管理費用の財源確保が課題となっている中、対策の一つとし

て地域の実情や利用状況に応じて集約・撤去を選択肢とすることが、長期的な視点で見た際に

は費用縮減における有効な手段となります。 

また、集約・撤去への取り組みにより、人口減少に伴う担い手不足に起因した管理負担の軽

減が見込まれるほか、あってはならないことですが「落橋による事故の危険性」を排除するこ

とで利用者の安全が確保されます。 

そこで、点検の結果、健全性に問題があり、現状において通行止め等の措置がされているな

ど交通需要が極めて低く、近隣に迂回路（代替路）が存在する橋梁や、社会状況の変化に伴い

利用者が著しく減少し維持管理費用に比べて利用者が限られている橋梁、言い換えれば、撤去

により不便となるが地域として受容できる橋梁については、地元合意が得られるよう地区懇談

会等を実施して撤去に向けた取り組みを進め、優先度の高い橋梁の修繕を図ります。 

 また、修繕工事に伴う詳細設計の結果、架け替えが妥当と判断された橋梁については、可能

な限りボックスカルバート等のプレキャスト製品を用い更新費用の縮減と、維持管理の省力化

を図ります。 

   撤去・架け替えが困難である橋梁については、新技術の活用による修繕費用の縮小や、機能

縮小等により維持管理費用の縮減を検討します。 

 

  第３期計画で撤去を検討する橋梁 

   ①上日影第一橋 、 ②上日影第二橋 

 

  検討理由 

   上記①橋梁は、JR小海線としなの鉄道線の上空に架かる跨線橋です。定期点検の結果、健全

度はⅢ判定であり劣化が進んでいます。 

この橋梁が位置する地域には、過去には小諸厚生病院（現「浅間南麓医療センター」）や大

型ショッピング施設があり、これらを利用する人の往来に重要な役割を果たしていました。そ

の後、両施設が移転等したため利用状況が大きく変わりました。 

次に、橋梁の機能上の問題として、幅員が狭くて車両のすれ違いができません。また、架設

年次が古く現在の基準と比べると耐震性能も劣っています。そのため、車両制限による人道橋

化といった機能縮小も難しく、さらには、接道する道路が急勾配のために降雪時期は車両通行

ができないなど、時期によっても利用状況が制限されています。 

   ②橋梁の健全度はⅡ判定ですが①橋梁と隣接しているため、①橋梁が通行止めや撤去となっ

た場合、通行することが不可能となるため併せて検討します。 

   修繕費用については、跨線橋と通常の橋梁と比較した場合、これまでの実積から安全管理費

や工程制限による労務費用が高額になる事が考えられます。さらには、耐震補強も必要となる

ことから修繕費用はさらに高額になると考えています。 

   点検費用についても、跨線橋であるため通常の橋梁と比較した場合、高額になっています。 

   以上のことから、短期的な修繕費用の縮減と長期的な点検費用の縮減効果が極めて高いこと



 
 

から廃止に向けた検討を始めます。 

 

 
【出典：道路橋の集約・撤去事例集 R5.4 国土交通省 道路局】 

 

 

 

 

 



 
 

●集約化・撤去の検討フロー 

 

橋梁の集約・撤去に当たっては、下記フローに基づき検討を行います。 

なお事業化に際しては、地域の実情や利用状況の把握を行い、利用者・住民との合意形成を

図ることを前提とします。 

 

 

 

 
 


